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問南あわじ市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎ 43-5671 ／ 健康課☎ 43-5218

新型コロナワクチン接種についてお知
らせ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
接
種
の
対
象
と

な
る
人
に
順
次
、
接
種
券
・
予
約
案

内
な
ど
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
案
内

文
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

小
児
（
５
歳
～
11
歳
）
接
種

　
国
の
方
針
に
基
づ
き
、
小
児
（
５

歳
～
11
歳
）
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ

ン
接
種
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▽
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン

　
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
製
、
５
～
11
歳
用

※
12
歳
以
上
の
人
向
け
の
ワ
ク
チ
ン

と
は
用
法
・
用
量
が
異
な
る
製
剤

で
す
。３
週
間
の
間
隔
を
あ
け
て
、

合
計
２
回
接
種
し
ま
す

▽
接
種
方
法

　
市
内
医
療
機
関
で
の
個
別
接
種

※
子
ど
も
に
対
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
の
有
効
性
・
安
全
性
な
ど
、

詳
し
く
は
厚
生
労
働

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

３
回
目
接
種
（
追
加
接
種
）

　
３
回
目
接
種
の
対
象
者
は
、
２
回

目
接
種
日
か
ら
、
６
カ
月
以
上
が
経

過
し
た
人
と
な
り
ま
す
。

▽
接
種
方
法

　
市
内
医
療
機
関
で
の
個
別
接
種

▽
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン

　
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
製
ま
た
は
武
田
／

モ
デ
ル
ナ
社
製

※
12
歳
～
17
歳
の
人
は
、
フ
ァ
イ
ザ

ー
社
製
ワ
ク
チ
ン
の
み
接
種
可

能
と
な
り
ま
す

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
案
内
文
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

１
回
目
接
種
・
２
回
目
接
種
の

予
約
受
付

　
引
き
続
き
、
満
12
歳
以
上
の
人
の

予
約
を
受
付
し
て
い
ま
す
。
予
約
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

市
民
の
皆
さ
ま
へ
の
お
願
い

• 

15
歳
以
下
の
お
子
さ
ま
の
ワ
ク
チ

ン
接
種
に
は
、
保
護
者
の
同
意
と

立
ち
合
い
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ワ
ク
チ
ン
の
予
防
効
果
と
副
反
応

に
つ
い
て
ご
理
解
い
た
だ
い
た
上

で
、
接
種
の
判
断
を
お
願
い
し
ま

す
。

•
接
種
を
受
け
る
か
ど
う
か
の
判
断

は
本
人
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
ま

す
。
病
気
や
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
身

体
的
な
理
由
で
接
種
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
も
い
ま
す
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
尊
重
し

ま
し
ょ
う
。

※
接
種
に
伴
う
効
果
お
よ
び
リ
ス
ク

な
ど
の
詳
細
は
、厚
生
労
働
省「
新

型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
Ｑ
＆
Ａ
」
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
考

に
し
て
く
だ
さ
い

市ホームページ

　
兵
庫
県
選
挙
管
理
委
員
会
で

は
、
選
挙
や
候
補
者
に
関
す
る

情
報
を
点
字
ま
た
は
音
声
（
朗

読
Ｃ
Ｄ
）
に
し
た
「
選
挙
の
お

知
ら
せ
」
を
、
視
覚
に
障
害
の

あ
る
人
に
無
料
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

対
象
の
選
挙

　

国
政
選
挙
、
県
知
事
選
挙
、

県
議
会
議
員
選
挙

申
込
方
法

　
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
で
の

配
布
を
希
望
す
る
人
は
、
郵
便

番
号
、
住
所
、
氏
名
、
希
望
の

種
類
（
点
字
ま
た
は
音
声
）
を

電
話
、
メ
ー
ル
で
兵
庫
県
選
挙

管
理
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

　
一
度
申
込
み
を
す
る
と
、
以

後
の
選
挙
か
ら
は
自
動
的
に
郵

送
し
ま
す
。

申
込
み
・
問
合
せ
先

兵
庫
県
選
挙
管
理
委
員
会

☎
０
７
８・３
６
２・３
１
０
１

　

shichoushinkouka@
pref.

hyogo.lg.jp

点字および音声による
「選挙のお知らせ」無料配布
問兵庫県選挙管理委員会☎ 078-362-3101

案内

　
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が
７
月
に

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
投
開
票
日
や

期
日
前
投
票
の
期
間
は
、
決
ま
り
次

第
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
さ
ん
さ
ん

ネ
ッ
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
チ
ャ
ン
ネ
ル

の
デ
ー
タ
放
送
な
ど
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
公
示
日
の
翌
日
以
降
に
は
、

投
票
所
入
場
券
、
新
聞
折
込
み
チ
ラ

シ
な
ど
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、

次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
希
望
者
の
申

込
等
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
投
票
所
へ
の
移
動
支
援

　
同
居
家
族
等
の
支
援
が
な
く
、
歩

行
や
自
家
用
車
で
の
移
動
が
困
難
な

市
内
在
住
の
選
挙
人
を
対
象
に
、
タ

ク
シ
ー
に
よ
り
無
料
で
自
宅
か
ら
投

票
所
ま
で
を
送
迎
す
る
移
動
支
援
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
投
票
所
入
場
券
へ
の
点
字
表
示

　
視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
が
投
票
所

入
場
券
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
、
選

挙
名
と
「
投
票
所
入
場
券
」
と
い
う

文
字
を
表
示
し
た
点
字
シ
ー
ル
を
貼

っ
た
封
筒
に
入
場
券
を
入
れ
て
郵
送

し
ま
す
。

参議院議員通常選挙等の
お知らせ

問市選挙管理委員会事務局☎ 43-5004

選挙日程関係

申込関係

お知
らせ

会計年度任用職員の募集

事務補助員（障がい者対象）
1 事務補助（電話対応、軽作業、エクセル・ワードなどの入

力作業等）2 平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分までのう

ち７時間勤務（週５日）を基本として、短時間勤務等も対応可（時

給）3 障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている人 4 若干名 5 月給 136,416 円（35 時間

／週）、時給 928 円～（※勤務時間により変更あり）6 履歴

書に写真を貼り、障害者手帳等の写しを添えて申込先へ持参ま

たは郵送 76 月 15 日（水）まで 8 総務課☎ 43-5001

日直員
1 土曜日・祝日・年末年始の市役所日直業務（電話対応、戸

籍届出の受付など）2 午前８時 30 分～午後５時 15 分（1 日

7 時間 45 分、月 2 回程度 ※要相談）3 高校卒業以上、普

通自動車運転免許 4 若干名 5 時給 928 円 6 履歴書に写真

を貼り、資格証等の写しを添えて申込先へ持参または郵送 76

月 15 日（水）まで 8 総務課☎ 43-5001

1業務内容2勤務時間3要件4募集人数
5賃金6申込方法7申込期間8申込先・問合せ
※保険・選考方法等はお問合せください
※任用形態によって併願できない場合があります

  ❶市・県民税・・・・・【1期】
  ❷介護保険料・・・・・【2期】
※納付が困難な場合は、各担当課までご相談
ください

（問）❶税務課☎43-5213
　　❷長寿・保険課☎43-5217

今月の納期限は6月30日（木）今月の納期限は6月30日（木）

扶養
親族等
の数

所得制限
限度額
（A）

所得上限
限度額
（B）

０人 622 858

１人 660 896

２人 698 934

３人 736 972

４人 774 1,010

５人 812 1,048

現
況
届
の
省
略

　

児
童
手
当
の
受
給
者
に
は
、

毎
年
６
月
に
現
況
届
を
提
出
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
が
、
令

和
４
年
６
月
以
降
は
現
況
届
の

提
出
は
原
則
省
略
と
な
り
ま
す
。

※
書
類
の
提
出
が
必
要
な 

一 

部

の
受
給
者
に
は
、
６
月
初
旬

に
関
係
書
類
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
６
月
30
日
（
木
）
ま

で
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。
届
出
が
完
了
さ
れ
な
い

と
６
月
以
降
の
手
当
は
差
止

め
と
な
り
ま
す

届
け
出
が
必
要
な

変
更
事
項
の
追
加

　
従
来
の「
氏
名・住
所
変
更
届
」

に
追
加
し
て
、
次
の
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
必
ず
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

❶
受
給
者
や
配
偶
者
の
加
入
年

金
が
変
わ
っ
た
と
き
（
公
務

員
に
な
っ
た
と
き
を
含
む
）

❷
配
偶
者
の
氏
名
・
住
所
が
変

わ
っ
た
と
き

❸
婚
姻
ま
た
は
離
婚
し
た
と
き

（
離
婚
協
議
中
の
受
給
者
が

離
婚
し
た
と
き
を
含
む
）

特
例
給
付
の
支
給
に
か
か
る

所
得
上
限
限
度
額
の
新
設

　

所
得
額
が 

一 

定
以
上
の
人
に

は
、
特
例
給
付
（
児
童 

一 

人
あ

た
り
月
額
５
０
０
０
円
）
が
支

給
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
受
給

者
の
所
得
が
左
表
の
❶
A
未
満

の
人
は
児
童
手
当
を
支
給
、
❷

A
以
上
B
未
満
の
人
は
特
例
給

付
を
支
給
、
❸
B
以
上
の
人
は

支
給
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
翌
年
度
以
降
に
所
得

上
限
限
度
額
を
再
度
下
回
っ
た

場
合
は
、
改
め
て
認
定
請
求
書

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

問子育てゆめるん課☎ 43-5219

（単位：万円）所得限度額

児童手当制度の改正お知
らせ




